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テロリズム防止関連諸条約の管轄権規定形成における「法の一般原則」の機能
　

日本大学危機管理学部　教授　安藤　貴世

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　義務化された管轄権の適用基準

Ⅲ　義務化されなかった管轄権の適用基準

Ⅳ　おわりに

Ⅰ　はじめに

1　問題の所在

　今日の国際社会が直面する最大の危機の 1 つとしてテロリズムが挙げられることは言う

までもなく、またその発生は後を絶たない。テロリズムを如何に抑止し、さらにその処罰

を確保するかは、危機管理分野における重要な課題でもある。国際法はこれまで、テロリ

ズムの個別類型ごとに多数国間条約を作成し、各犯罪類型の構成要件を定め、締約国の裁

判管轄権を設定し、犯罪人引渡し等に関する締約国間の国際協力について定めるという手

法により、テロリズムに対する対処枠組みを形成してきた。こうした手法の背景には、依

然としてテロリズムの国際法上の一般的定義が確立していないことがあるが、これまでに

作成され発効済みの 13 の条約（以下、テロ防止関連諸条約）は 1、テロリストに「逃げ場」

を与えないという体制を構築することをとおし、テロリズム犯罪の抑止・処罰の強化を試

みてきたのである。

　一連のテロ防止関連諸条約のうち、処罰規定の原型を定めたのは航空機不法奪取防止条

約（1970 年、以下、ハーグ条約）であり、そこでは犯罪行為に対し直接的な利害関係を有

する締約国（以下、直接利害関係国）に対し裁判管轄権の設定を義務付けるとともに、容

疑者が自国に所在する締約国（以下、容疑者所在国）に対しては、その者を直接利害関係

国に引き渡さない場合に裁判管轄権を設定する義務が課されている 2。

　こうした管轄権のいわゆる二層構造は、ハーグ条約以降のテロ防止関連諸条約に引き継

がれているが 3、このうち本稿では前者の直接利害関係国の管轄権に焦点を当てる。当該

犯罪行為に対し管轄権を有する直接利害関係国の範囲はハーグ条約以降順次拡大を重ね、

人質行為禁止条約（1979 年）では、犯罪行為地国、容疑者国籍国、被強要国、被害者国籍

国の管轄権が設定されることとなった。これらは順に、管轄権行使に関する原則、すなわ

ちその適用基準のうち、属地主義、能動的属人主義、保護主義、受動的属人主義に基づく

ものであるが 4、このうち属地主義および能動的属人主義はいずれのテロ防止関連諸条約

においても、各締約国に対し当該管轄権を設定する義務を課すという「義務的」な管轄権

004 安藤氏.indd   54 2018/03/19   13:13:32



55

テロリズム防止関連諸条約の管轄権規定形成における「法の一般原則」の機能

として規定されている。対して、受動的属人主義に基づく管轄権は人質行為禁止条約にお

いて初めて規定されて以降一貫して、当該管轄権の設定を各締約国の裁量に委ねるという

「任意」の管轄権として設定されている。他方で保護主義に基づく管轄権は人質行為禁止条

約において義務的な規定として設定されているものの、その後の海洋航行不法行為防止条

約（1988 年、以下、SUA 条約）以降は受動的属人主義と同様の任意規定へと変化している。

　本稿は、このように直接利害関係国の種別、すなわち管轄権の適用基準に応じて、条約

上の規定方式が異なる点に注目し、テロ防止関連諸条約における管轄権規定の形成につい

て、各国国内法に共通する原則としての「法の一般原則」の観点から検討することを目的

とするものである。換言すれば、テロ防止関連諸条約の管轄権規定を素材として、国際法

における法定立、すなわち国際立法という場面において法の一般原則が有する機能につい

て明らかにすることを試みるものであり、より具体的には、それぞれの管轄権行使原則が

法の一般原則としての位置づけを有するか、また法の一般原則としての性質がテロ防止関

連諸条約における管轄権規定の形成にいかに作用・機能しているかという検討をとおし、

義務規定か任意規定かという管轄権規定方式の相違が生ずる理由を示すことを目指す。

　本稿の構成は以下のとおりである。まず本章第 2 節において、管轄権行使原則と法の一

般原則との関係について先行研究を整理する。Ⅱでは管轄権行使原則のうち、テロ防止関

連諸条約において義務化された適用基準として、属地主義および能動的属人主義について

検討する。Ⅲでは、テロ防止関連諸条約において義務化されなかった管轄権の適用基準と

して、保護主義および受動的属人主義について検討する。ⅡおよびⅢでは、それぞれの管

轄権行使原則がテロ防止関連諸条約において規定された経緯について、主として、各条約

の起草作業に当たった国連等の国際機関の一次資料（条約草案を起草・検討した諸会議の

議事録など）を検討し、各管轄権行使原則の法の一般原則としての性質と管轄権規定形成

との関係について考察する。Ⅳは結論として、それぞれの管轄権行使原則の法の一般原則

としての位置づけについて総括したうえで、それがテロ防止関連諸条約の管轄権規定の形

成において如何に機能・作用しているか、すなわち法定立における「法の一般原則の機能」

について明確化する。

　なお本稿では、検討対象を、13 のテロ防止関連諸条約のうち、ハーグ条約から SUA 条

約に限定する。これは、ハーグ条約が一連のテロ防止関連諸条約の処罰方式の原型である

こと、人質行為禁止条約において本稿が対象とする 4 つの管轄権行使原則がすべて規定さ

れたことに加え、SUA 条約において保護主義に基づく管轄権が義務規定から任意規定へと

変化したことを踏まえたものである 5。また既述のとおり本稿では、直接利害関係国の管

轄権の適用基準に焦点を当て、容疑者所在国の管轄権の基礎である普遍主義は検討対象か

ら除外する。

　議論の前提として、本稿における「法の一般原則」とは、「諸国の国内法で共通に認めら

れている原則」で国際関係に適用可能なもの、とする 6。さらに本稿で言及する一連のテ

ロ防止関連諸条約では、条文原文（英語）の“jurisdiction”という語の公定訳として「裁
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判権」という語が充てられているが、条約の条文における“jurisdiction”は、自国刑法の

場所的適用範囲、すなわち刑事管轄権を意味するものであり 7、また、本稿が検討対象と

する条約の条文における刑事管轄権とは、裁判管轄権を意味するものである。従って本稿

では、条約本文を直接引用する場合や先行研究において用いられている場合を除いては、

「裁判権」という用語は用いず、「管轄権」又は「裁判管轄権」という用語を用いることと

する。

2　管轄権行使原則と法の一般原則との関係に関する先行研究

　本稿は、テロ防止関連諸条約における管轄権規定の形成について、法の一般原則の観点

から検討することを目的とするものであるが、本節ではまず先行研究をもとに、管轄権行

使原則と法の一般原則との関係について整理する。

　刑事管轄権の行使に関する基本原則のうち、属地主義以外のものは管轄権の域外適用に

該当するが、ロチュース号事件にみられるように、管轄権の域外適用をめぐっては主権内

在説と特定権限説の 2 つの立場が存在する 8。このうち主権内在説とは、法定立が国家の

自由に委ねられ、各国は自国の主権に基づき自由に内国刑法の場所的適用範囲を決定でき

るというものであり、ロチュース号事件においてトルコが主張した立場である。対して、

特定権限説とは、同事件においてフランスが依拠した立場であるが、刑事管轄権は原則と

して自国領域を超えて行使され得ず、刑事管轄権の域外適用は、それを正当化する「国際

法上の許容原則」により基礎付けられねばならないというものである 9。これは、諸国が

国内法の適用に当たり、領域原則、国籍原則等を採用していることに着目し、これらの国

際的に承認された原則に基づく管轄権行使のみが認められるという主張であるとも言える 10。

　上記の 2 つの見解のうち、学説上は特定権限説の立場が通説とされているが、さらに、

後者の立場における「国際法上の許容原則」が意味するものとして、これを法の一般原則

と結びつけて捉える立場が学説上多く見出される。例として、1935 年の「刑事管轄権の域

外適用に関するハーバード草案」（以下、ハーバード草案）が挙げられるが 11、これは、後

に国連国際法委員会の初代委員長となった、ハーバード大学のマンリー・ハドソン（Manley  
Hudson）教授を責任者として、国際法に関する様々な論点に関し、1920 ～ 30 年代にか

けてハーバード大学ロー・スクールの国際法研究（Harvard Research on International 
Law）により作成された条約草案の 1 つである 12。このハーバード大学による一連の条約

草案作成作業は、その後、国連国際法委員会における法典化作業に影響を与えたほか、

1935 年のハーバード草案において示された刑事管轄権の域外適用に関する構造は、それ以

降、管轄権に対する国際法の取組みの基盤となっており 13、国際刑事法分野における重要

な研究と位置づけられる。

　ハーバード草案は、「法の一般原則に依拠する」としたうえで管轄権行使に関する諸原則

を列挙しており 14、これは、諸国がこれらの諸原則による管轄権行使を承認しているから

こそ、国際法上もその行使が許容されるとする特定権限説に立つ立場であると言える 15。
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またロバート・ジェニングス（Sir Robert Jennings）教授は、例えば行為の結果発生国が

管轄権を有するとする客観的属地主義の原則について、これが文明諸国により認められた

法の一般原則であることから、その適用が認められることは明らかであると指摘する 16。同

様に小寺彰教授は、特定権限説について、諸国により承認された原則を国内法の共通原則

たる「法の一般原則」と捉えて、法の一般原則により正当化し得る範囲で管轄権行使が許

容されると捉える立場と言い換えられるとする 17。さらに竹内真理教授は、特定権限説に

おいては、国際法上の法の一般原則により根拠付けられない国内法上の規則は、管轄権の

基礎を欠き、国際法平面において無効である旨指摘している 18。

　以上から、特定権限説における「国際法上の許容原則」とは、諸国により承認され、諸

国の国内法の共通原則たる「法の一般原則」から引き出される国際法上の原則を意味する

のであり、すなわち、従来からの管轄権理論の通説においては、管轄権行使の根拠を「法

の一般原則」に求めていると言える。このように、管轄権行使原則と法の一般原則との連

関性については先行研究の多くが指摘しているところではあるが、他方でこれまでに、国

際法における法定立の場面、すなわち、例えば条約における管轄権規定の形成において法

の一般原則がどのように作用ないし機能しているかという点に至るまで検討を行った先行

研究は見出されない。先に述べたとおり、本稿はテロ防止関連諸条約の管轄権規定を対象

として、管轄権行使に関する各原則の法の一般原則としての性質が、条約の管轄権規定の

形成にいかに作用し、管轄権規定方式の差異という帰結を齎すかを導き出そうとするもの

であり、こうした点において本研究の新規性、意義を求めることができるのである。

Ⅱ　義務化された管轄権の適用基準

1　属地主義

（1）法の一般原則としての性質

　管轄権行使に関する属地主義の原則とは、自国領域内で行われた犯罪に対し、行為者・

被害者の国籍などに関わらず、自国刑法を適用するというもので、これは管轄権行使原則

のうち最も重要かつ強固な適用基準とされている 19。特に英米法系の諸国は伝統的にこの

原則を重視し、「自国民に対するものを除き、国家の法令の適用範囲は領域内に限定される」

という厳格な属地主義を適用してきたが 20、それ以外の国々も含め、いずれの国家も基本

的に本原則に基づく管轄権を行使している。すなわち属地主義は、ほぼすべての国におい

て、犯罪に対する管轄権行使の第一義的な基本原則として承認され、十分に確立した原則

と言える 21。こうした点から、管轄権行使に関する属地主義の原則が各国国内法の共通原

則たる「法の一般原則」としての位置づけを有することは明らかである。なお属地主義の

正当化根拠としては、自国の主権の及ぶ範囲で犯罪が行われた場合には国家はその主権に

基づき刑罰権を行使すべきという国家主権に基づく説明と、犯罪行為地は他国より証拠収

集が容易であるという手続き面による説明が伝統的になされてきた 22。
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　また、属地主義原則と関連する管轄権の適用基準として、船舶・航空機に関する旗国主義、

登録国主義が挙げられ、これは、「属地主義の拡張」として、国外にある自国籍の船舶・航

空機に対し管轄権を行使することを認めるものである。船舶を「浮かぶ領土」と見做す従

来からの説明には批判もあり、今日では、旗国主義および登録国主義は属地主義とは分離

した基準によるものであるという見解も存するものの 23、この適用基準自体は殆どの国の

国内刑法で主張され、属地主義と同質の原則として十分に確立していると言える 24。

（2）テロ防止関連諸条約における管轄権規定

①ハーグ条約：旗国（登録国）主義

　テロ防止関連諸条約のうち、まずハーグ条約では第 4 条 1 項 a 号において、犯罪行為が

自国に登録された航空機内で行われた締約国に対し、裁判管轄権を設定するために必要な

措置をとる義務を課しており、すなわち、旗国（登録国）主義に基づく管轄権が義務的な

規定として設定されている。航空機登録国の管轄権は、そもそもハーグ条約以前に採択さ

れたテロ防止関連条約たる航空機内の犯罪防止条約（1963 年、以下、東京条約）において

すでに設定されていたものであり 25、さらにハーグ条約の草案を起草・議論した国際民間

航空機関（International Civil Aviation Organization、以下、ICAO）の一連の諸会議の

議事録に基づき同条約の管轄権規定の起草過程を検討することにより、ハーグ条約の起草

の初期段階から、旗国主義に基づく管轄権を規定することについて各国の意見が一致して

いたことが確認される。例えば、1969 年に開催された法律小委員会の議事録には、自国に

登録された航空機において行われた犯罪に対する管轄権を各締約国が設定しなければなら

ないことを条約に明記することが必要であると記されている 26。またその後に開催された

法律委員会およびハーグ条約制定のための外交会議（いずれも 1970 年に開催）においても、

航空機登録国の管轄権を設定することについて特に争われた形跡がなかったことが各々の

会議の議事録の検討をとおし確認される 27。

　なお、ハーグ条約の管轄権規定の起草経緯においては、特にアメリカが、容疑者所在国

は容疑者を航空機登録国に引き渡すべきであるとして、強制的引渡しを通じて航空機登録

国に優先的な管轄権を設定すること、すなわち航空機登録国による訴追の一元化を一貫し

て強く主張し、多数の国家がこれを効果的なものと捉えていた。しかしながら、自国民や

政治犯などの引渡拒否事由の存在により、登録国への強制的な引渡しが普遍的に受容され

ることは困難であるとの理由から、より広く受け入れられるものとして、航空機登録国に

よる訴追の一元化に代わり、複数の管轄権を並立させ設定する方式が選択されることと

なったのである 28。こうした経緯により、ハーグ条約では航空機登録国のほかに、航空機

着陸国、航空機賃借人所在国、容疑者所在国の管轄権が規定され 29、同条約において採択

された複数管轄権並立方式が原型となり、その後の一連のテロ防止関連諸条約に引き継が

れることとなった。
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②モントリオール条約：属地主義

　空港における航空機の襲撃事件の頻発などを背景として、ハーグ条約に続く形で 1971
年に民間航空不法行為防止条約（以下、モントリオール条約）が採択された。同条約では

第 5 条 1 項 a 号において、犯罪行為が自国領域内で行われた締約国に対し裁判管轄権設定

のために必要な措置を取ること、すなわち属地主義に基づく管轄権の設定が義務付けられ

ている。これはハーグ条約が、ハイジャックの防止を目的としているのに対し、モントリ

オール条約の対象犯罪は、必ずしもそうした「飛行中の航空機内」で生じるものに限られず、

航空施設の破壊等、地上での行為を含むことに起因するものである 30。

　また、モントリオール条約の起草に関する ICAO の一連の諸会議および条約採択のため

の外交会議（1971 年）の議事録を検証した結果、条約の起草過程全般を通じて特段争われ

ることなく、属地主義に基づく管轄権が規定されるに至ったことが確認される 31。なお、

外交会議においてイスラエル代表から、「その国民または恒久的居住者によって行われた犯

罪またはそれらに対して行われた犯罪」の場合に、締約国に対し管轄権設定義務を課すこ

とが提案されており 32、これはすなわち能動的属人主義および受動的属人主義に基づく管

轄権を追加することを主張するものである。これに対し、自国国内法において両者が規定

されているので問題ないとする国があった一方で 33、各国法制が必ずしも統一的ではなく、

管轄権の領域性、すなわち属地主義の原則が強固に確立している国もあること、また特に

受動的属人主義に関して、多くの国家が自国刑法において同原則を有するものの、補完的

な性質のものであるため、「この条約は、国内法に従つて行使される刑事裁判権を排除する

ものではない。」という同条約第 5 条 3 項の規定に包含され得るとして、条約上敢えて明

示することに各国から疑問が呈された 34。起草過程におけるこうした議論により、結果と

してイスラエル提案は外交会議において否決されることとなったのである 35。

2　能動的属人主義　

（1）法の一般原則としての性質

　管轄権の適用基準のうち能動的属人主義は、自国民が自国領域外において犯罪を犯した

場合に、その者の国籍を基準として自国刑法を適用する原則を意味する。同原則は、英米

法諸国では殺人罪などの重大犯罪に限定して適用されているものの、大陸法諸国では包括

的に適用されており、またほとんどすべての国家の国内法システムにおいて採用されてい

る。すなわち能動的属人主義は、属地主義と並ぶもう 1 つの伝統的且つ自明な管轄権行使

原則として確立し、普遍的に受容されている適用基準であり、この点については学説上も

認められている 36。したがって、管轄権行使に関する能動的属人主義の原則が各国国内法

の共通原則たる「法の一般原則」としての位置づけを有することは明らかと言える。なお、

このように容疑者の国籍を根拠として管轄権を行使し得る正当化根拠としては、容疑者自

らが国籍を有する国家に対して追う忠誠義務に基づくほか、国家の自国民に対する取り扱

いは、他国の関与するところではないという点が挙げられる 37。
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（2）テロ防止関連諸条約における管轄権規定：国家代表等犯罪防止条約

　一連のテロ防止関連諸条約において、能動的属人主義に基づく管轄権は、国家代表等に

対する犯罪防止条約（1973 年、以下、国家代表等犯罪防止条約）の第 3 条 1 項 b 号にて、

締約国に対し、「容疑者が自国の国民である場合」に裁判管轄権を設定するために必要な措

置をとる義務を課す、という義務的な規定として初めて設定された。

　国家代表等犯罪防止条約の起草案を議論した国連総会第六委員会（第 27 ～ 28 会期、

1972 ～ 1973 年）の議事録に基づき 38、同条約の管轄権規定の起草過程を検討すると、能

動的属人主義に基づく管轄権を条約上規定することに対しては、キューバからのみ反対意

見が出されたものの、これは、例えば容疑者が政治的亡命者の場合に政治犯の本国がその

者の引渡しを求めることが可能となり、管轄権の競合が懸念されるという手続き的なもの

であることが明らかとなる 39。このほかには同原則を規定することに対する異論は条約の

起草過程をとおして見出されないことから、特段の争いなく本規定が採択されたことが確

認される 40。

　以上から、ここまでの小括として、管轄権行使原則としての属地主義および能動的属人

主義はいずれも、諸国の国内法により広く取り入れられ、各国国内法の共通原則たる「法

の一般原則」として確立された管轄権の適用基準であると認められる。さらに、これら 2
つの管轄権行使原則がテロ防止関連諸条約の管轄権規定において設定されるに際して、起

草の段階から特段争われることなく、各条約の締約国に対し「裁判権を設定するために必

要な措置をとる」義務を課すという義務的な管轄権として規定されたことに、これらの原

則の確立された法の一般原則としての性質が反映されていると言える。

Ⅲ　義務化されなかった管轄権の適用基準　

1　保護主義　　

（1）法の一般原則としての性質

　管轄権行使原則としての保護主義とは、国家の安全や存立など、特に重要な国家法益を

侵害する犯罪について、外国人が域外で行った行為であっても管轄権を行使できるという

原則を意味する 41。本原則の正当化理由としては、他国の安全等に対して行われた犯罪に

ついて第一次的被害を受けるのは、行為地国ではなく行為が向けられた国であるものの、

大抵の国家の国内法においては、自国領域内で行われたそうした犯罪を処罰する規定が不

十分であり、領域内でそうした犯罪が行われた国家が適切な手段をとれない場合、自国の

根本的利益が脅かされた国家に対し処罰権限が付与されるべきという点に求められる 42。

　なお歴史的経緯として、19 世紀には保護主義をめぐり、同原則を肯定する欧州大陸法諸

国と、自国民に対するものを除き国内法の適用範囲を領域内に限定するとして、属地主義

を徹底する立場からこれに反対する英米法諸国の間で対立が生じていたが、20 世紀初頭に
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はこうした対立も解消された 43。例えば 1935 年のハーバード草案は、内乱罪など「国家

の安全を害する犯罪」（第 7 条）、および通貨偽造など「国家の公的・経済的信用を害する

犯罪」（第 8 条）について保護主義原則を規定しており、また、ほぼ例外なく、各国の刑

法は保護主義の原則を認めている 44。換言すれば、保護主義は広く諸国の国内法において

採用され、能動的属人主義とともに管轄権の域外適用原則として一般的に認められ十分に

確立した原則とされる 45。こうした意味においては、保護主義も、先の 2 つの管轄権行使

原則、すなわち属地主義および能動的属人主義と同じく、各国国内法の共通原則たる「法

の一般原則」としての位置づけを有すると言える。

　他方で、このように保護主義が管轄権行使原則として確立した適用基準であることは疑

いないものの、保護主義が適用される対象犯罪の範囲に関しては各国間で議論がある。す

なわち、ハーバード草案に挙げられた 2 つの犯罪類型が保護主義に服することに対しては

何らの異論も見出されないものの、それ以外
4 4 4 4

の部分における保護主義の適用範囲自体につ

いては、学説上・国家実行上の明確な一致を欠いており、確定している状況にはないとい

う点に留意する必要がある 46。

（2）テロ防止関連諸条約における管轄権規定：人質行為禁止条約、SUA 条約

　一連のテロ防止関連諸条約において保護主義に基づく管轄権が最初に明確に規定された

のは人質行為禁止条約（1979 年）である。同条約は第 5 条 1 項 c 号において、「犯罪が、

何らかの行為を行うこと又は行わないことを自国に対して強要する目的で行われる場合」

に、締約国に対し裁判管轄権を設定するために必要な措置をとる義務を課しており、保護

主義に基づく義務的な管轄権を規定している。

　人質行為禁止条約の起草案について議論した 35 カ国から成るアドホック委員会の会合

（1977 ～ 1979 年に計 3 回開催）の報告書および国連総会第六委員会（第 32 ～ 34 会期、

1977 ～ 1979 年）の議事録に基づき、同条約の管轄権規定の起草過程を検討すると、当初、

条約の草案段階では、自国が強要対象となる場合のみならず、自国が加盟国である国際機

関が強要対象となった場合にも、管轄権を設定する義務が課されていた点が注目される。

しかしながら、仮にそうした管轄権が設定されると容疑者所在国に対し引渡請求が殺到す

ることとなり、いずれの請求国の引渡請求を受けるかを決定するのが困難である等の理由

から、多数の国の反対により、アドホック委員会第二会期（1978 年）においてこの部分は

削除されたという経緯が見出される 47。これに対し、自国が強要対象となる場合、すなわ

ち被強要国の管轄権に関しては、その起草過程において例えばフランスや白ロシアなど若

干の国家が、被強要国というだけで管轄権を設定することにはならない等の反対の意を唱

えたものの 48、それ以外の異論や特段の争いなく、義務的な規定として成立するに至った

ことが確認される 49。

　他方で、人質行為禁止条約の後に作成された SUA 条約（1988 年）は、船舶上での又は

船舶に対するテロ行為を規制することを目的に作成されたものであるが、管轄権を規定す
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る第 6 条は、これまでのテロ防止関連諸条約と同様に、船舶の旗国、犯罪行為地国、容疑

者国籍国に対し義務的管轄権を規定しつつ（1 項）、犯罪の被強要国たる締約国に対しては、

「自国の裁判権を設定することができる」という文言により任意の管轄権を設定している点

が注目される（2 項）50。すなわち、先の人質行為禁止条約では義務規定として設定されて

いた保護主義に基づく管轄権が、SUA 条約では任意規定へ格下げされることとなったので

ある。

（3）義務規定から任意規定へと変化した理由

　SUA 条約の草案を審議した国際海事機関（International Maritime Organization、以下、

IMO）の一連の諸会議、特に特別準備委員会の会合（1987 年に 2 回開催）の議事録に基

づき、同条約の管轄権規定の起草過程を検討することにより、同条約において保護主義に

基づく管轄権を規定することに対し、人質行為禁止条約の起草に際しては殆ど見出されな

かった反対意見が少なからず存在していたことが明らかとなる。具体的には、保護主義の

設定に反対する立場は、SUA 条約に規定された犯罪行為の中には、国家に対する強要に関

わるような言及がなく、そうした条約において保護主義に基づく管轄権を規定することは

適切でないと主張している 51。

　この「国家に対する強要」という点に留意すると、保護主義に基づく管轄権が異論なく

規定された先の人質行為禁止条約は、人質犯罪の定義として第 1 条 1 項において、「人質

の解放のための条件として何らかの行為を行うこと又は行わないことを第三者に対して強

要する目的で行うもの」と規定し、犯罪構成要件において「強要目的」という要素を含ん

でいる。対して SUA 条約は、第 3 条 1 項において犯罪行為として例えば、「暴力等による

船舶の奪取、船舶内の人に対する暴力行為」などを列挙するものの、これらはいずれも「強

要目的で行われる」という要素を含んでおらず、この点を捉え上記の反対意見は、SUA 条

約における保護主義の設定に異を唱えたと言える。

　テロ防止関連諸条約の起草過程において、先に検討した属地主義、能動的属人主義に基

づく管轄権の設定に際しては、こうした犯罪行為の定義をめぐる議論は特に見出されな

かったのに対し、保護主義に基づく管轄権の設定に関して上記のような議論が生じた背景

には、保護主義に特有の事情がある。すなわちまず、先に述べたとおり、保護主義一般に

ついては、属地主義や能動的属人主義と同じく、諸国の国内法の共通原則たる「法の一般

原則」であると認められるものの、ハーバード草案に規定された内乱罪や通貨偽造罪といっ

た各国間で争いのない対象犯罪以外
4 4

の保護主義の適用範囲に関しては、必ずしも国家間で

共通しているわけではないという点が挙げられる。さらにその前提として、保護主義は、「国

家の安全や存立などの重要な国家法益を侵害する行為」に対し行使される管轄権の適用基

準であり、すなわち侵害される法益の性質に基づくものであるという点において、実体的

な犯罪構成要件と結びついた原則であるという点がある。

　こうした点を念頭に、テロ防止関連諸条約における保護主義規定に改めて着目すると、
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テロリズム犯罪の構成要件において、「強要目的」という要素が、保護主義の対象犯罪とし

て認められるための重要な基準であり、人質行為禁止条約はその犯罪構成要件に「強要目

的」を含んでいることから、人質行為は保護主義が適用され得るテロ犯罪であるという点

について各国の合意形成が容易になされたと言える。換言すれば、当該犯罪行為により自

国の安全といった重要な国家法益の侵害が生じるという点について各国の合意が存在し、

それが人質行為禁止条約における保護主義に基づく管轄権規定の義務化を齎したとも言え

る。

　対して、SUA 条約の犯罪構成要件には「強要目的」という要素が含まれておらず、その

いずれの犯罪も必ずしも強要対象となる第三者を含むとは限らないとして、保護主義に基

づく管轄権の設定に対し各国が異を唱えることとなった。すなわち、保護主義という管轄

権行使原則自体は、ほぼすべての国が同意している原則という意味において法の一般原則

であると認められるものの、自国の国家的法益に対する侵害の有無を基準とし、実体法と

の連関性が強い原則であるがゆえに、その対象範囲については、当該原則に服する典型的

な犯罪類型を除き、各国間で共通の認識が形成されていない。こうした点を背景として、

SUA 条約の対象犯罪が保護主義が適用され得る犯罪行為であるかという点につき、各国の

合意形成がなされず、結果として保護主義に基づく管轄権を設定することを締約国に義務

付けるには至らなかったのである。

2　受動的属人主義

（1）受動的属人主義の性質

　受動的属人主義とは、自国民に対し自国領域外で外国人により行われた犯罪に対して管

轄権を行使する原則であり、その正当化根拠としては、域外の自国民を保護する必要とと

もに、自国民に対する他国による管轄権行使への不信感などが挙げられる。つまり国家は

国外でも自国民を保護する任務があり、他国による自国民保護の欠缺を国外犯処罰規定に

より補充するという点に受動的属人主義の意義が求められるのである 52。

　なお受動的属人主義原則の特徴として、法の適正さを欠く報復的な処罰を招く恐れがあ

ることや、他国の管轄権との衝突を理由として、他のいずれの管轄権行使原則に対してよ

りも、従来から、強い反対・抵抗が存在していたことが指摘される 53。特に、英米法系の国々

が伝統的に本原則に強く反対し、ハーバード草案も受動的属人主義を認めることは論争を

招くのみであるとして、これを独立した管轄権の基準として採用していないほか、犯罪一

般に対して受動的属人主義を適用することに対し、依然として英米法系諸国を中心とした

反対が存在している 54。

　他方で、受動的属人主義を規定する各国の国内立法は一定数存在しており、特にテロリ

ズム関連犯罪に関しては立法例や学説による同原則の承認が見出されるのも事実である 55。

こうした点から同原則は、国際社会により徐々に受容され、今日では国際法上、許容され

た管轄権の適用基準であり、特に学説上は、テロ関連犯罪について同原則が国際法上認め
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られるようになっているという点で一致しているが 56、このような傾向が見られるように

なったのは、テロ防止関連諸条約において同原則が規定されるようになったことと前後す

るとされる 57。そこで以下では、一連のテロ防止関連諸条約において受動的属人主義の原

則を条約上初めて規定した人質行為禁止条約と、それに続く SUA 条約について、同規定

の起草過程を検討する。

（2）テロ防止関連諸条約における管轄権規定：人質行為禁止条約、SUA 条約　

　人質行為禁止条約は第 5 条 1 項 d 号において、受動的属人主義に基づく管轄権を規定す

るが、同条文は、締約国は「自国が適当と認めるときは、犯罪が自国の国民を人質として

行われる場合」に自国の裁判管轄権を設定するため必要な措置をとる、として「自国が適

当と認めるときは」という前提条件を付している。すなわち、同じく第 5 条 1 項に列挙さ

れた他の管轄権行使原則（属地主義、旗国主義、能動的属人主義、保護主義）がいずれも

義務的な規定であるのに対し、受動的属人主義に基づく管轄権は、一連のテロ防止関連諸

条約において最初から任意的な規定として設定されていたと言える。

　人質行為禁止条約の起草案について議論したアドホック委員会の会合（1977 ～ 1979 年

に計 3 回開催）の報告書および国連総会第六委員会（第 32 ～ 34 会期、1977 ～ 1979 年）

の議事録に基づき、同条約の管轄権規定の起草過程を検討すると、受動的属人主義に基づ

く管轄権は、当該条約の当初の草案には規定されていなかったものの 58、自国民が人質行

為の直接的な被害者である場合に当該国家が管轄権を設定しないのは不自然であるとし

て、管轄権の間隙を埋めることを意図してアドホック委員会第一会期（1977 年）において

フランス代表により提案されたものであると確認される 59。本提案は主にアドホック委員

会第二会期（1978 年）において議論されたが、これを支持する国と反対する国に二分され、

後者の立場が多数を占めていた。例えばアメリカは、必ずしもすべての国家が受動的属人

主義を受容しているわけではないとして、管轄権を規定する第 5 条 3 項の「この条約は、

国内法に従つて行使される刑事裁判権を排除するものではない。」という規定により、フラ

ンス提案の趣旨は満たされると主張している 60。さらにイギリスなどが、仮に受動的属人

主義が規定されれば、被害者が複数にのぼり彼らが異なる国籍を有する場合には、当該犯

罪に対し管轄権を有する国家を決定することが非常に困難になるとして、これに反対して

いる 61。起草過程では、このように各国の国内法を念頭に置きつつ、受動的属人主義を規

定することにより生じる困難を考慮することが必要であるとして、同原則に基づく管轄権

を条約規定として明記することに異を唱える国が多数を占めていたのである 62。最終的に

は、フランス提案に同調し受動的属人主義に基づく管轄権を明記しようとする国々と 63、

そもそも本原則を認めずこれを規定することに反対する国々との妥協の結果として、「自国

が適当と認めるときは」という条件を付したうえで、任意規定として設定されるに至った 64。

　続く SUA 条約に関しても、同条約の起草に関する IMO の特別準備委員会の会合（1987
年に 2 回開催）の議事録の検討をとおし、管轄権規定の起草過程において、受動的属人主
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義に基づく管轄権が先に述べた保護主義に基づく管轄権とともに議論の的となったことが

確認される。すなわち、そもそも本規定を削除すべきとの意見や、範囲が広すぎるため狭

めるべきという懸念が示されたほか 65、犯罪行為がその者の国籍を理由として被害者に対

し向けられたときのみ管轄権を行使できるとすべきという提案がなされた。しかしそうし

た制限を設定することは、国籍を理由とする犯罪行為であるか否かの証明において重大な

問題を引き起こすとの懸念から、かような制限は付さずに、SUA 条約においても、人質行

為禁止条約と同じく任意的な規定として受動的属人主義に基づく管轄権が設定されること

となったのである 66。

（3）受動的属人主義が明記された理由

　以上から、受動的属人主義の原則をテロ防止関連諸条約の管轄権規定として設定するこ

とに対し、その起草過程において他のいずれの管轄権行使原則と比しても、とりわけ批判

的意見や反対意見が多く見出されることが確認された。またこうした起草の経緯に、受動

的属人主義の原則が、属地主義や能動的属人主義のような、各国国内法の共通原則として

広範かつ一般的に認められている「法の一般原則」としての位置づけを有さないことが反

映されていると言える。他方で、「国内法に従って管轄権を行使することを妨げない」とい

う趣旨の規定があるにも関わらず、受動的属人主義に基づく管轄権が、条約上敢えて明記

されるに至った理由としては、以下の 2 点を指摘できる。

　第一に、犯罪処罰における管轄権の欠缺の防止、すなわち、実効的な処罰の確保が強く

求められるというテロリズム犯罪そのものの「性質」が挙げられる。先に述べたとおり、

例えば人質行為禁止条約の起草過程では、受動的属人主義に基づく管轄権を条約上規定す

ることに反対する立場として、管轄権の衝突・競合に対する懸念が示されていた。しかし

ながら、テロリズム犯罪は、「国際社会が一致して非難すべき重大犯罪」であり、その「不

処罰を防ぐ」という条約目的を実現するために、いずれの国もこれを訴追しないという「管

轄権の消極的競合」を生じさせるよりむしろ、被害者国籍国の管轄権を条約上明確に規定

することにより、敢えて「管轄権の積極的競合」を生じさせることが選択されたと言える 67。

　第二に、テロ防止関連諸条約は、条約の起草作業をとおし実体法の内容の相違を調整し

た結果として、如何なる国も受容できるような、明確な「国際法上」の「犯罪構成要件」

を規定しているという点が挙げられる。すなわち、それぞれのテロ防止関連諸条約におい

て、人質行為や海洋航行不法行為など、当該条約が対象とする犯罪行為類型の構成要件が

明確かつ詳細に定められていることから、そうした犯罪行為に対し受動的属人主義を条約

上設定することについて、各国の合意形成が容易であったと言える。特に、こうした点は、

元来、受動的属人主義の適用に否定的ないし慎重な国家が、無制限に同原則の行使一般を

許容するのではなく、一定の絞りをかけ、明確に定義された限られた犯罪に対してのみこ

れを認めるという方向性をとることを後押ししたとも言える。さらに、こうした明確な構

成要件を有する犯罪に限定したうえでの受動的属人主義の適用は、犯罪行為者自らが予想
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できない刑事責任を生み出すことはないという、すなわち予見可能性が担保されるという

点も指摘できる 68。

　以上のような特徴を有するテロ防止関連諸条約においてであるからこそ、少なからずそ

の適用において懸念や反対があり、本来であれば、「この条約は、国内法に従つて行使され

る刑事裁判権を排除するものではない。」という条文により行使を妨げられない受動的属人

主義に基づく管轄権を、条約規定として締約国に対し明示的に許容することが実現したと

言える。

Ⅳ　おわりに

　本稿の目的は、各国国内法に共通する原則としての「法の一般原則」の観点から、テロ

防止関連諸条約における管轄権規定の形成、すなわち義務的な規定か任意的な規定かとい

う差異が生じる理由について明らかにすることであり、以上の検討から、それぞれの管轄

権行使原則が法の一般原則としての位置づけを有するか否かという点、さらに法の一般原

則をめぐる各管轄権行使原則の性質が、条約上の管轄権規定の形成に以下のように作用し

ていることが導かれる。

　まず、管轄権行使原則のうち、属地主義と能動的属人主義は、諸国の国内法の共通原則

として確立しており、法の一般原則として強固な位置づけを有する管轄権の適用基準であ

る。それゆえに、条約上の管轄権規定として、締約国にその設定を「義務付ける」ことに

対する各国の合意形成が容易であり、すなわちこれら 2 つの管轄権行使原則は、「義務付

けになじみやすい」適用基準であるとも言える。換言すれば、一連のテロ防止関連諸条約

において、属地主義および能動的属人主義が、一貫して義務的な管轄権として設定されて

いることは、これらの原則が「確固たる法の一般原則」として確立していることに基礎付

けられている。

　これに対し、管轄権行使原則としての保護主義は、一般的にほぼすべての国が同意して

いる原則であるという意味においては、先の 2 つの原則と同様に、法の一般原則としての

位置づけを有している。但し、保護主義は、自国の重要な国家法益の侵害を基盤とする、

すなわち侵害される法益の性質に基づき、実体的な犯罪構成要件と結びついた原則である

がゆえに、内乱罪や通貨偽造罪といった各国間で争いのない対象犯罪以外
4 4

の適用範囲につ

いてまでは国家間で共通の認識が形成されておらず、個々のテロ防止関連諸条約において

何を以て国家の安全の侵害とみるかという対象範囲の幅において各国の判断が入り込む余

地が生じる。

　こうした意味において、保護主義は、各国家の判断の入り込む余地のない属地主義や能

動的属人主義ほどに「確立した法の一般原則」であるとまでは言えず、従って、裁判管轄

権規定の形成において、必ずしも「義務付けになじまない」法の一般原則である。すなわち、

テロ防止関連諸条約に規定された犯罪行為のうち、保護主義が適用されるものとして十分
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な合意がない構成要件部分については、保護主義に基づく管轄権の義務化が容易には図れ

ず、結局 SUA 条約において保護主義が義務規定ではなく任意規定として設定されるに留

まった理由はこの点に求められる。

　最後に受動的属人主義は、他の管轄権行使原則ほどには各国国内法において受容されて

おらず、その適用に対し懸念や反対も存することから、そもそも法の一般原則としての位

置づけを有さない管轄権の適用基準である。他方で、テロリズム犯罪の重大性、その処罰

を確保する必要性とともに、実体法の内容の相違を調整した結果として、テロ防止関連諸

条約において犯罪の構成要件が明確化されているからこそ、任意的なものとしつつも、条

約上の明文規定として受動的属人主義を設定することにつき各国が合意し得たのである。

なお、その一般的適用については依然として反対や慎重な意見があるものの、テロ防止関

連諸条約上、受動的属人主義が敢えて明記された点に、「テロリズム犯罪」という絞りを掛

けたうえで、まだそこには至らないが、受動的属人主義が法の一般原則に近づきつつある

「萌芽」が現れていると言える。

　以上から、「法の一般原則」の観点からテロ防止関連諸条約の管轄権規定の形成について

検討した結果、管轄権の適用基準に関して以下のような階層化が示される。すなわち第一

に、「条約規定としての義務付けになじむ確固たる法の一般原則」としての属地主義、能動

的属人主義、第二に「法の一般原則としての位置づけは有するが、必ずしも条約規定とし

ての義務付けになじまないもの」としての保護主義、さらに第三として「法の一般原則と

しての位置づけは有さないものの、対象犯罪を限定したうえで法の一般原則に近づきつつ

あるもの」としての受動的属人主義、という 3 つの階層である。いわば、このような法の

一般原則としての性質をめぐる濃淡が、テロ防止関連諸条約における管轄権規定の形成－

すなわち、一貫して義務規定として設定、義務規定から任意規定へと変化、一貫して任意

規定として設定－に反映されており、こうした点に法定立という場面における法の一般原

則の機能を見出すことができる。

　なお、本稿では検討対象外とした管轄権行使原則たる普遍主義について、同原則が法の

一般原則としての位置づけを有するか、またその性質が容疑者所在国の管轄権規定の形成

に如何に影響しているか、さらに本稿の結論を普遍主義の議論へと敷衍し得るかといった

点に関する検討は今後の課題とする。

〔付記〕

　本稿は、国際法学会 2016 年度（第 119 年次）研究大会（2016 年 9 月 10 日、於：静岡

県コンベンションアーツセンター・グランシップ）における報告（「テロリズム防止関連条

約における法の一般原則の機能－管轄権規定を中心として」）の内容を大幅に加筆修正した

ものである。
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